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【重要】新型コロナウイルスに係る健康管理について

　晩春の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　さて、本校では、４月から生徒の皆さんの安全に留意して授業を行っていくために、生徒・職員の健康
管理を行ってまいりました。保護者の皆様にはご理解・ご協力をいただきありがとうございます。しかし、
県独自の緊急事態宣言が解除されましたが、各地で感染が拡大している今、山形県においても新規感染者
が連日確認されている状況となっております。つきましては、さらに細心の注意をはらい、学校生活を送
るべく、以下の内容で健康管理を徹底してまいりたいと思いますので、再度お伝えします。主旨ご理解の上、
ご協力をお願いいたします。
　また、新規感染者確認された後、感染者やその家族等関係者に対して、不当な差別、偏見などが発生し
ている報告が県の担当に寄せられているようです。差別や偏見につながるような行為はあってはならない
ものです。大人が差別やいじめをしない生き方を示すことが大切ですので、ご家庭でも適切なご指導をお
願いいたします。

１．登校前の健康確認について
登校前、各家庭で必ず検温と体調確認を行ってください。
毎朝の健康確認を生徒本人がインターネットを使って学校に報告してください。学校を欠席する場合や土・
日・祝日も検温しインターネットで送ってください。
現在多くの生徒が健康観察を毎日実施しています。しかし、登校前のインターネット健康観察が習慣付い
ておらず、健康観察をしないまま登校してしまう生徒もいます。毎日の検温と健康観察は他の高等学校は
もちろん、小学校や中学校でも行っております。ご家庭でも毎朝の習慣となるように声がけをお願いします。

２．登校当日の健康状況について
登校当日、高い発熱、強いだるさ、息苦しさ、味覚・嗅覚の異常、風邪症状がある場合は登校せずにかか
りつけ医に相談・受診してください。かかりつけ医や病院で相談・受診していただき、本校所定の受診報
告書（症状回復後に登校した際、担任より渡します）と、受診を証明する書類 ( 薬の説明書、医療機関領
収書等のコピー ) の提出があった場合のみ、出席停止
の扱いとさせていただきます。
新型コロナウイルス感染の可能性の有無にかかわらず
上記の症状・対応をしていただいた方は出席停止と 
いたします。

その際、学校からも症状や経過について詳しくお話を
お聞きしますので、ご了承ください。



※登校後、上記趣旨に鑑みての体調不良・風邪症状が認められた場合は早退となります。
その際は学校からご家庭に連絡し、ご家族の方にお迎えに来ていただきます。ご協力ください。早退後、
医療機関を受診し、早退時にお渡しする用紙と、受診を証明する書類 ( 薬の説明書・医療機関領収書等の
コピー ) を提出していただいた場合に限り出席停止の扱いとなります。

３．新型コロナウイルスに関係する事態が判明した場合について
① 生徒の感染が判明した場合、出席停止の扱いとなります。学校を閉鎖し、保健所の指示のもと校内の消
毒等を行います。
②生徒が感染者の濃厚接触者と特定された場合、または PCR 検査対象者と判断された場合も出席停止の扱
いとなります。登校はせずかかりつけ医や保健所の指示に従ってください。
③同居家族が濃厚接触者と特定され PCR 検査対象者と判断された場合、PCR 検査結果が出るまでは生徒は
自宅待機をしてください。同居家族の PCR 検査結果が陰性の場合は、原則次の登校日から登校していただ
きます。陽性の場合は、登校せずかかりつけ医や保健所の指示に従ってください。なお、自宅待機の期間
においては出席停止の扱いとなります。
④生徒の感染が判明した場合、該当者のプライバシーに配慮したうえで全生徒・保護者に周知します。

４．生徒の心のケアについて
本校では月に１回スクールカウンセラーとの面談日をもうけております。新型コロナウイルス感染に起因
するストレスや悩みに関してもご利用いただけますのでご活用ください。また、今後もストレスケアの方
法や相談窓口の周知など心のケアに配慮した支援を行っていきます。

５．マスクの取り扱いについて
本校では登下校時や学校生活でマスク着用の徹底を促してきましたが、現在、気の緩みからか休み時間等
にマスクを外している生徒が多くなってきております。マスク着用での学校生活の結果、感染拡大を食い
止められたという事例もありますので、マスク着用を継続して指導していきます。
また、マスクが破損・汚れた場合に備え、可能な限り予備マスクの携帯にもご協力ください。

６．他県との往来について
他県との不要不急の往来は、可能な限りお控えくださいますようお願いいたします。また、往来があった
場合はいつどこへ、またはどこの方との往来であったか簡単で結構ですので、わかるように記録をとって
おいていただければと思います。（万が一の際に行動経歴の記載に必要となります。）
※ご家族にお仕事で往来があった場合はこの限りではありません。

問い合わせ
創学館高等学校　山口 ( 大 )・大島
TEL 023-655-2328


